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お車を安全に使用して頂くためのメーカーの取り組み

１．車を安全に使用して頂くための活動

1-1 新車販売時

1-2 使用過程

２．市場不具合に対する活動

2-1 情報の収集

2-2 市場対応の検討

３．まとめ
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１．車を安全に使用して頂くための活動メーカーの取組み

1-1 新車販売時

サポートツールお客様へ
取扱い説明書／車内タグ

・安全のために必ず守って頂きたいこと

・適切な使用方法、操作方法 等々

◆安全な使用のお願い

・車両・装備の適切な取扱い

・適切な保守管理・点検整備

◆取扱い･保守管理等の情報提供

◆メーカーの保証制度(無料修理)
◆お客様相談体制（電話・メール等）

◆安全な製品の提供

メンテナンスノート（点検整備記録簿）

・点検整備の必要性

・点検整備の種類、点検頻度、内容 等々

・材料又は製造上の不具合が発生した場合、

保証書に示す期間と※条件に従って無料修理

例） 一般保証 ３年間又は ６万ｋｍ

※特別保証 ５年間又は１０万ｋｍ

保証書

※条件：法令点検の未実施、違法改造、天災、事故等
に起因する不具合ではないこと

※特別保証：エンジン、サスペンション、ステアリング等、
基本性能に係る機構を対象とする
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１．車を安全に使用して頂くための活動メーカーの取組み

1-2 使用過程

情報提供

◆ ナビシステム

◆ ディーラｰ

お客様

措置情報

ご購入

◆ インターネット

修理業者への技術情報

１
ヶ
月

無
料
点
検

6
ヶ
月

無
料
点
検

車
検
（3
年
）

12
ヶ
月

（定
期
点
検
）

6
ヶ
月
点
検

（推
奨
）

6
ヶ
月
点
検

（推
奨
）

12
ヶ
月

（定
期
点
検
）

点検のご案内

保証 ・一般保証

・特別保証

３年（有料保証で延長可）

５年（有料保証で延長可）

2－3



２．市場不具合に対する活動メーカーの取組み

2-1 情報の収集

①：お客様のお申し出を基に、販売店より市場不具合として入る情報

②：お客様からメーカーのお客様相談に直接寄せられる情報。

③：お客様から国交省のホットラインに寄せられる不具合情報。

警察・消防庁

メーカー

整備事業者等
販 売店

申し出、修理等

ホットライン情報の公開

お客様

ホットライン

お客様

相談等

不具合情報

3

１

2

１

3

国土交通省
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不具合情報

･修理

･点検・整備

･不具合確認

調
査
・解
析

情
報
分
析

・リコール

商品改良、設計等への
反映

・改善対策
◆販売店

市
場
対
応
の
検
討
・判
断

◆お客様

◆国交省

2-2 市場対応の検討

◆警察

◆消防庁

メーカーの取組み

・情報提供／注意喚起等

・ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

・保証修理/保証変更

２．市場不具合に対する活動

メーカー検討 市場対応の方法
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機種情報

ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙ

保証情報

型式認可

販売時情報

自動車の
型式申請

国土交通省メーカー販売店/整備業者お客様

【措置公表・周知】
リコール、改善対策、サービスキャン
ペーンの実施依頼

【注意喚起・周知】
・使用上の注意喚起、啓発
・保守管理、点検整備上の注意喚起、啓発

【保証情報】
費用保証

【対象車情報】
対象車検索等

【市場対応の検討・判断】

・リコール
・改善対策
・サービスキャンペーン
・保証修理・保証変更
・情報提供、注意喚起・周知
点検整備・使用取扱等の注意喚起
改良・修情報等

【実施状況確認】
進捗状況、実施効果等

【情報処理】
情報収集・調査体制充実

不具合情報ホットライン
警察、消防庁、ＪＡＦ等

・リコール
・改善対策

サービスキャンペーン

・注意喚起
・保証変更等

リコール実施状況

不具合の申し出

不具合情報

報告

報告

通知

届出

【取扱い等情報】
取扱い説明書
メンテナンスノート、
保証書等

事故情報等の
定期報告

【調査・解析、対策検討】
原因調査、実害の深刻さ、傾向性、
発生予測、予見性、ユーザー主張等

新
車
販
売
時

市
場
対
応

不具合対応情報の提供 情報分析／案件調査

技術的検証／リコール監査

３．まとめメーカーの取組み

お客様相談
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